
 

（別紙１） 

支給期間・支給限度額一覧（令和２年４月以降） 

 



 

 
 
 

1 単位当たりの授業料を設定している場合の特例 
 

今般のコロナ禍の対応に鑑み、1 単位あたり授業料を設定し徴収している場合（以下「単位

制」という。）の支給対象単位数の上限は、下記のルールにより取り扱うこととする。 

 

（1）支給対象単位数の上限（変更なし） 

支給上限は、学校教育法施行規則に定める卒業要件である 74 単位とする（履修単位数で

あり、修得単位数ではない）。 

 

（2）年間の支給対象単位数の上限 

通常時は 30 単位である年間の支給対象単位数の上限について、規則の附則第３項に基づ

き、令和３年度及び令和４年度に受講を開始する単位については、支給対象単位数の上限

を設けないこととする。 

 

これに伴い、当該２年度間の支給限度額の計算については、以下のような変更が生じる。 

 

＜これまで＞ 

授業料額 8,000 円/単位、40 単位登録、履修期間 12 月、加算ありの通信制課程の場合 

・授業料月額：8,000 円÷12 月×40 単位＝26,666 円（端数切捨て） 

・支給限度額：4,812 円÷12 月×30 単位×2.5 倍＝30,075 円 

・支給額：授業料月額＜支給限度額→26,666 円 

 

＜令和３～４年度＞ 

授業料額 8,000 円/単位、40 単位登録、履修期間 12 月、加算ありの通信制課程の場合 

・授業料月額：8,000 円÷12 月×40 単位＝26,666 円（端数切捨て） 

・支給限度額：4,812 円÷12 月×40 単位×2.5 倍＝40,100 円 

・支給額：授業料月額＜支給限度額→26,666 円 

 


